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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１月４日 ０７時１５分ごろ 

発生場所 徳島県阿南市富岡港の派川
は せ ん

那賀
な か

川河口 

 富岡港防砂堤灯台から真方位１５８°７０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５５.５′ 東経１３４°４２.７′） 

事故の概要  プレジャーボート翔栄
しょうえい

は、東南東進中、また、漁船海龍
かいりゅう

丸は、北

西進中、両船が衝突した。 

 海龍丸は、船長が負傷し、左舷船尾部外板の割損等を生じ、また、

翔栄は、左舷船首部ブルワークに擦過痕を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート 翔栄、２.９トン 

   ２８０－２８０１７徳島、個人所有 

   ９.０３ｍ（Lr）×２.４０ｍ×０.５９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、２０９.６２kＷ、平成３年７月 

Ｂ 漁船 海龍丸、１.７トン 

   ＴＯ３－１９２０７（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.５３ｍ（Lr）×２.２４ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、７３.６０kＷ、平成６年１０月３１日 

   第２８０－４３８０１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成６年３月８日 

    免許証交付日 平成２６年３月３日 

           （平成３１年３月７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年３月１９日 

    免許証交付日 平成２３年５月６日 

           （平成２９年５月５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部ブルワークに擦過痕 

Ｂ 左舷船尾部外板に割損、操縦区画の風防に破損、スパンカー用支

柱の脱落 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

日出時刻：０７時０７分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、機関室のビルジ増加の原因を調

査する目的で、阿南市青島北北東方沖約０.５海里（Ｍ）に向け、平

成２８年１月４日０７時０５分ごろ派川那賀川の係留場所を出発し

た。 

 Ａ船は、約１６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で派

川那賀川河口を東南東進中、船長Ａが、左舷船首方の防砂堤先端付近

に揚網中の漁船を認め、同船に注意しながら左舵を取るとともに機関

の回転数を上げた。 

 Ａ船は、約１７knの速力となって左回頭中、０７時１５分ごろＢ船

と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか甲板員２人が乗り組み、阿南市中津島北方沖で

刺し網漁を終え、派川那賀川の係留場所に向けて帰航を開始した。 

 船長Ｂは、富岡港防砂堤灯台を針路目標として阿南市白石
しらいし

南西方沖

を北西進中、左舷船首方に派川那賀川を航行中のＡ船を認めた。 

 船長Ｂは、そのうちにＡ船が右転して左舷対左舷で通過するものと

思い、同じ針路及び速力で航行した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船が至近に迫っているものの避航する様子が

ないので、衝突の危険を感じ、甲板員に声を掛けた直後、Ａ船と衝突

した。 

 Ｂ船は、Ａ船に横抱きにされて係留場所付近の岸壁に戻った。 

 船長Ｂは、病院に搬送され、頸髄不全損傷及び急性硬膜下血腫と診

断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、１月３日に釣りを終えて帰港した際、機関室にビルジが

溜
た

まっていたので、いけす
．．．

から海水が漏れているのではないかと思

い、１月４日、いけす
．．．

の水を抜いた状態で航行してビルジが溜まるか

確認することとした。 

 船長Ａは、操舵室前部右舷側にある操縦席に腰を掛けて見張りを行

っていた。 

 船長Ａは、日出に備えてサングラスを掛けたものの、結露により操

舵室の窓ガラスが曇っており、前方が見えにくかったので、サングラ

スを外した。 

 船長Ａは、派川那賀川河口を航行中、雲の陰から現れた太陽が眩
まぶ

し
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く、右舷船首方が見えにくい状態となったものの、それまでに右舷船

首方に他船を認めていなかったので、右舷船首方には他船がいないも

のと思っていた。 

 船長Ａは、操舵室の天窓から顔を出し、サングラスを掛けて見張り

をしていればよかったと本事故後に思った。 

 Ｂ船の甲板員は、魚の仕分け及び網の片付けを行っていた。 

 本事故発生海域付近における本事故時の太陽の方位は、真方位約１

１８°、高度は約１°であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、派川那賀川河口を東南東進中、船長Ａが、右舷船首方には

他船がいないものと思い、左舷船首方の漁船に注意を向け、見張りを

適切に行っていなかったことから、右舷船首方からＡ船の前路に向け

て航行しているＢ船に気付かず、左転及び増速をしてＢ船と衝突した

ものと考えられる。 

 船長Ａは、派川那賀川河口において、太陽光が逆光で眩しくて右舷

船首方が見えにくかったものの、それまでに右舷船首方に他船を認め

ていなかったので、右舷船首方には他船がいないものと思ったものと

考えられる。 

 Ｂ船は、派川那賀川河口を北西進中、船長Ｂが、左舷船首方から接

近するＡ船が右転して左舷対左舷で通過するものと思い、Ａ船に対す

る見張りを適切に行っていなかったことから、同じ針路及び速力で航

行し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、派川那賀川河口において、Ａ船が東南東進中、Ｂ船が北

西進中、船長Ａが、右舷船首方には他船がいないものと思い、左舷船

首方の漁船に注意を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長

Ｂが、左舷船首方から接近するＡ船が右転して左舷対左舷で通過する

ものと思い、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったため、両

船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操舵室の窓ガラスが曇っている場合は、停船して拭き取るなど

し、視界を良好にすること。 

 ・太陽光により船首方の見張りをしにくいときは、サングラスを使

用すること。 

 ・接近する他船を認めた場合、その動向を適切に判断し、余裕のあ

る時期に必要な動作をとること。 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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富岡港防砂堤灯台 

事故発生場所 

（平成２８年１月４日 

 ０７時１５分ごろ発生） 

 
徳島県阿南市 

× 
 

Ａ船 

徳島県 和歌山県 

大阪府 

Ｂ船 

青島 

中津島 

白石 

漁船（揚網中） 

派川那賀川 


